
公益法人の区
分

国所管、都道府
県所管の区分

応札・応募者数

労働保険事務組合
業務支援ソフトウエ
ア等に係る運用・保
守等業務及びヘル
プデスク業務

支出負担行為担当官
厚生労働省労働基準局
労働保険徴収課長
　　片淵　仁文
東京都千代田区霞ヶ関１
－２－２

令和5年4月3日
株式会社TSP
東京都渋谷区道玄坂
１－１０－５

1011001014417

会計法第29条の
３第５項及び予
算決算及び会計
令第99条の２

9,472,904 9,405,000 99.3%

労働保険料等の口
座振替納付に関す
る委託

支出負担行為担当官
厚生労働省労働基準局
労働保険徴収課長
　　片淵　仁文
東京都千代田区霞ヶ関１－
２－２

令和5年4月1日

一般社団法人全国銀
行協会
東京都千代田区丸の
内１－３－１
他７者

1010005016782
他

会計法第29条の
３第４項及び予
算決算及び会計
令第102条の４第

３号

9,492,710 単価のみの契約
８者と契約
＠11円、80.3

円

令和５年度労働保
険徴収業務用紙の
保管・管理・発送業
務

支出負担行為担当官
厚生労働省労働基準局
労働保険徴収課長
　　片淵　仁文
東京都千代田区霞ヶ関１－
２－２

令和5年4月1日
株式会社内山回漕店
東京都千代田区内神
田２－１２－５

7010001011328

会計法第29条の
３第５項及び予
算決算及び会計
令第99条第８号

2,193,620 1,597,200 72.8%

労働保険適用徴収
システムに係る機
能改修（ＯＣＲソフト
ウェア改修　帳票
束検索方法の変更
等の対応）業務一
式

支出負担行為担当官
厚生労働省労働基準局
労働保険徴収課長
　　片淵　仁文
東京都千代田区霞ヶ関１－
２－２

令和5年4月3日
株式会社ＮＴＴデータ
東京都江東区豊洲３
－３－３

9010601021385

会計法第29条の
３第４項及び予
算決算及び会計
令第102条の４第

３号

4,950,000 4,950,000 100.0%

令和５年度マルチ
ペイメントネットワー
クに係る共通ソフト
ウェアの保守業務

支出負担行為担当官
厚生労働省労働基準局
労働保険徴収課長
　　片淵　仁文
東京都千代田区霞ヶ関１－
２－２

令和5年4月3日
株式会社ＮＴＴデータ
東京都江東区豊洲３
－３－３

9010601021385

会計法第29条の
３第４項及び予
算決算及び会計
令第102条の４第

３号

2,653,200 2,653,200 100.0%

令和５年度労働保
険徴収業務用紙の
うち新様式の口座
振替依頼書等の作
成

支出負担行為担当官
厚生労働省労働基準局
労働保険徴収課長
　　片淵　仁文
東京都千代田区霞ヶ関１－
２－２

令和5年4月28日
株式会社木万屋商会
東京都中央区日本橋本
町３－３－４

9010001040886

会計法第29条の
３第４項及び予
算決算及び会計
令第102条の４第

３号

14,968,144 14,968,144 100.0%

雇用保険収入印紙
の製造

支出負担行為担当官
厚生労働省労働基準局
労働保険徴収課長
　　片淵　仁文
東京都千代田区霞ヶ関１
－２－２

令和5年7月21日

独立行政法人国立印
刷局
東京都港区虎ノ門２
－２－５

6010405003434

会計法第29条の
3第4項及び予算
決算及び会計令
第102条の4第3
号

3,057,345 3,057,345 100.0%
単価契約

＠5.55881円

第２・３・４期分労働
保険料等納付書及
び納付書送付用封
筒の作成

支出負担行為担当官
厚生労働省労働基準局
労働保険徴収課長
　　片淵　仁文
東京都千代田区霞ヶ関１
－２－２

令和5年9月7日
株式会社木万屋商会
東京都中央区日本橋
本町３－３－４

9010001040886

会計法第29条の
3第4項及び予算
決算及び会計令
第102条の4第3
号

21,384,440 21,384,440 100.0%

図書「労働保険徴
収関係法令集（令
和６年版）」　１，３４
９部の購入

支出負担行為担当官
厚生労働省労働基準局
労働保険徴収課長
　　片淵　仁文
東京都千代田区霞ヶ関１
－２－２

令和6年2月21日
株式会社労働法令
東京都中央区新川２
－１－６

6010001071042

会計法第２９条
の３第４項及び
予算決算及び会
計令第１０２条の
４第３号

9,734,384 9,734,384 100.0%

※公益法人の区分において、「公財」は、「公益財団法人」、「公社」は「公益社団法人」、「特財」は、「特例財団法人」、「特社」は「特例社団法人」をいう。

（注）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。

備考

公共調達の適正化について（平成18年８月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（物品・役務等）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年６月１日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

物品役務等の名称
及び数量

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

契約を締結した日 予定価格 契約金額 落札率
再就職の役員

の数

随意契約による
こととした会計法
令の根拠条文及

び理由
（企画競争又は

公募）

公益法人の場合
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

法人番号

様式２－４
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